
   長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱 

平成２８年７月１５日 

告示第５４８号 

改正 平成２９年４月６日長崎市告示第２８２号 

平成２９年９月６日長崎市告示第６９４号 

平成３１年４月４日長崎市告示第１９０号 

平成３１年４月２６日長崎市告示第２８２号 

令和２年３月３１日長崎市告示第１６７号 

令和３年４月７日長崎市告示第３３４号 

令和４年１０月５日長崎市告示第５１８号 

令和５年３月３０日長崎市告示第１１９号 

令和７年３月２８日長崎市告示第３０１号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、安心して子どもを生み育てることができる環境の整備

及び子育て家庭の経済的負担の軽減、中古住宅の流通及び改修による性能

向上並びに市内に発生する空き家の抑制を図るため、中古住宅を取得又は

改修する多子世帯又は子育て世帯に対し、予算の範囲内において、長崎市

子育て住まいづくり支援費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことについて、長崎市補助金等交付規則（昭和６３年長崎市規則第２１号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

 ⑴ 多子世帯 補助金交付申請日現在、満１８歳未満の子（１８歳に達す



る日以降の最初の３月３１日までの間にある子及び母子手帳の交付を受

けている出産予定の子を含む。以下同じ。）が３人以上の世帯をいう。 

 ⑵ 子育て世帯 補助金交付申請日現在、満１８歳未満の子が１人又は２

人の世帯をいう。 

 ⑶ 中古住宅 既に建築されている住宅のうち、新築住宅（新たに建設さ

れた住宅で、人の居住の用に供したことのないもの（建設工事の完了の

日から起算して１年を経過したものを除く。）をいう。）以外の住宅を

いう。 

 （補助対象住宅） 

第３条 補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、自己

の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅（マンション等

の集合住宅にあっては補助対象者が専有し、又は専有する予定の部分、店

舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅にあっては補助対象者の居住の用に

供し、又は供する予定の部分に限る。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金交付申請日から過去１０箇年度の間に、

本市の他の制度（長崎市住宅リフォーム支援補助金交付要綱（平成２３

年長崎市告示第３０号）又は長崎市移住支援空き家リフォーム支援補助

金交付要綱（平成２９年長崎市告示第５４６号）による補助をいう。以

下同じ）に基づく補助等を受け取得又は改修した住宅は、補助対象住宅

としない。 

 （補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、規則に定

めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 規則第６条第１項に基づく交付決定通知後に多子世帯又は子育て世帯

で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者 



 ⑵ 規則第６条第１項に基づく交付決定通知後に所有する住宅を改修しよ

うとする者で、次の各号のいずれかに該当する者 

  ア 申請日から起算して 1 年前の日以降に多子世帯又は子育て世帯で自

ら居住するための中古住宅を取得した者 

  イ 補助金の交付を申請する時点で、改修工事を行う住宅の所有者とな

る予定の者であって、第１１条第１項に規定する完了実績報告書を提出

する時点で改修した当該住宅を所有し、居住することが確実であると市

長が認める者 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（消費税相当額を含まない額をいう。

以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げる経費とする。 

 ⑴ 多子世帯又は子育て世帯が自ら居住するための中古住宅（建築基準法

施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第３号に規定する床

面積が６０平方メートル以上の住宅に限る。）の取得に係る経費（補助

を受ける者の３親等以内の者の所有であった住宅の取得に係る経費は除

く。） 

 ⑵ 多子世帯又は子育て世帯が自ら居住するために行う別表第１に掲げる

中古住宅の改修工事に係る経費（建築基準法施行令第２条第１項第３号

に規定する床面積が６０平方メートル以上の住宅に限る。） 

２ 前項第２号の改修工事は、市内に本社を有する法人又は市内に住所を有

する個人が施工し、かつ、交付決定日から起算して９０日以内に着手する

もの。 

３ 他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区

分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分について

のみ、補助対象とすることができる。 



４ 前３項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助の対

象としない。 

 ⑴ 補助金の交付決定通知前に工事の着手又は売買契約したもの 

 ⑵ 補助対象住宅が土砂災害特別警戒区域内にあるもの 

 ⑶ その他市長が補助の対象として適当でないと認めるもの 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の５分の１以内とし、かつ、１件の申

請に係る限度額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限

度とする。この場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切

り捨てるものとする。 

 ⑴ 多子世帯の中古住宅の取得及び取得に伴う住宅の改修工事に係る経費 

５０万円 

 ⑵ 子育て世帯の中古住宅の取得及び住宅の改修工事に係る経費 ４０万  

 円 

 （補助金の申請） 

第７条 規則第３条第１項に規定する市長が定める日は、補助対象年度の１

月３１日（その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）

に当たるときは、直前の休日でない日）とする。 

２ 規則第３条第１項第１号に規定する事業計画書は、事業計画書兼補助金

算定書（第１号様式）によるものとする。 

３ 規則第３条第１項第５号の市長が必要があると認める書類は、別表第２

の左欄に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるもの

とする。 

４ 規則第３条第２項の規定により、同条第１項第２号から第４号までの書



類は省略させるものとする。 

 （不交付の決定） 

第８条 規則第６条第２項の通知は、補助金不交付決定通知書（第５号様式）

によるものとする。 

 （計画の変更） 

第９条 規則第６条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下

「交付決定者」という。）は、交付決定の内容に変更が生じる場合は、規

則第５条第３項の規定により補助事業等変更中止（廃止）承認申請書を、

次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

 ⑴ 事業計画書兼補助金算定書 

 ⑵ 第７条第３項の申請で添付した書類のうち変更となるもの 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する場合において、改修内容等の変更が軽微で、補助金の交

付決定額に変更がないときは、この限りではない。 

３ 規則第６条及び前条の規定は、第１項について準用する。この場合にお

いて、規則第６条第１項中「補助金等交付決定通知書」とあるのは「補助

金内容変更承認及び交付決定変更通知書（第６号様式）」と、前条中「補

助金不交付決定通知書」とあるのは「補助金内容変更不承認及び不交付決

定通知書（第７号様式）」とする。 

 （申請の取下げ） 

第１０条 申請者は、規則第７条第１項の規定によるもののほか、補助金の

交付申請後に申請した補助事業を中止しようとする場合は、申請の取下げ

をすることができる。 

２ 前項の申請の取下げは、補助金交付申請取下書（第８号様式）よるもの

とする。 



３ 規則第７条第１項に規定する別に定める期日は、補助金の交付決定の通

知のあった日の属する年度の３月１０日（その日が休日に当たるときは、

直前の休日でない日）とする。 

 （実績報告書） 

第１１条 規則第１２条の補助事業等実績報告書は、完了実績報告書（第９

号様式）によるものとする。 

２ 規則第１２条に規定する別に定める期日は、補助事業完了の日（第５条

第１項第１号及び第３号に掲げる中古住宅の取得の場合は補助対象住宅に

転居した日又は支払が完了した日のいずれか遅い日、第５条第１項第２号

及び第４号に掲げる改修工事の場合は工事完了日（工事完了証明書（第１

１号様式）に記載された工事期間の完了日をいう。）又は支払が完了した

日のいずれか遅い日）から起算して３０日（中古住宅を取得する場合にお

いて、当該住宅のリフォーム工事を行うなど、やむを得ない事情により当

該住宅に補助事業完了の日から３０日以内に補助対象者が転居できない場

合は、当該工事等の完了の日から起算して３０日）を経過する日又は補助

金の交付決定の通知のあった日の属する年度の３月１０日（その日が休日

に当たるときは、直前の休日でない日）のいずれか早い日とする。 

３ 規則第１２条第２号のその他市長が必要と認める書類は、別表第３の左

欄に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるものとす

る。 

（是正のための措置） 

第１２条 規則第１４条の規定による是正のための措置は、長崎市子育て住

まいづくり支援費補助金不適合通知書（第１１号様式）によるものとする。 

 （補助金の交付手続の特例） 

第１３条 規則第１３条の規定により確定した補助金の額が、交付決定額と



同一のときは、規則第２１条の規定により補助金確定通知書を省略するも

のとする。 

２ 規則第２１条の規定により、規則第１５条第２項に規定する請求書は、

省略するものとする。 

 （意見の聴取及び立入調査） 

第１４条 市長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めると

きは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得たうえで、補助対

象住宅への立ち入りを行うことができるものとする。 

 （財産処分の制限） 

第１５条 規則第１９条ただし書に規定する市長が別に定める期間は、減価

償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定め

る耐用年数（当該耐用年数が１０年を超える場合には、１０年間）とする。  

 （補助回数） 

第１６条 補助金の交付は、同一住宅及び同一人について１回限りとする。 

 （委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則（平成２８年７月１５日長崎市告示第５４８号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

までに補助金の交付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定については、

同日以降も、なおその効力を有する。 

 （令和４年度の補助金の申請の特例） 

３ 第７条第１項の規定にかかわらず、令和４年度の申請に係る補助金の申



請については、同項中「１２月２８日」とあるのは、「１月３１日」とす

る。 

   附 則（平成２９年４月６日長崎市告示第２８２号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２９年９月６日長崎市告示第６９４号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行日以降に行われた申請に係る補助金から適用し、同日前に行

われた申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の日から平成３０年３月３１日までの間は、改正後の長

崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱第４条第２号中「４月１日」

とあるのは、「告示の日」と読み替えるものとする。 

４ 改正前の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱に定める様式

による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

   附 則（平成３１年４月４日長崎市告示第１９０号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成３１年４月２６日長崎市告示第２８２号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３１日長崎市告示第１６７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱に定める様式



による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係

る補助金については、なお従前の例による。 

３ 改正前の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

   附 則（令和４年９月６日長崎市告示第４８３号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、令和４年度予算に係る補助金から適

用する。 

 （財産処分の制限に関する経過措置） 

２ 改正後の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱第１５条の規

定は、この要綱の施行の日以後に多子世帯が自ら居住するための中古住宅

又は新たに３世代で同居若しくは近居するための中古住宅の取得又は改修

工事をする場合について適用し、同日前に多子世帯が自ら居住するための

住宅又は新たに３世代で同居若しくは近居するための住宅の新築工事又は

改修工事をする場合については、なお従前の例による。 

 （様式に関する経過措置） 

３ 改正前の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

   附 則（令和４年１０月５日長崎市告示第５１８号） 



 この要綱は、告示の日から施行し、令和４年度予算に係る補助金から適用

する。 

   附 則（令和５年 月 日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度の予算に係る

補助金から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第５条第２項、第１０条第３項、第１１条

第１項、同条第２項、同情第３項、第１２条、第１３条第１項、同条第

２項、第１０号様式、第１１号様式及び第１２号様式の改正規定は、告

示の日から施行し、令和５年度の予算に係る補助金から適用する。 

 （経過措置） 

３ 改正前の長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱に定める様

式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第５条関係） 

交付の対

象となる

経費 

項目 工事の内容等 

改修工事

費 

間取りの変

更等 

間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 等 

設備の改修 キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 

バリアフリ

ーリフォー

ム 

①通路又は出入口の幅を拡張する工事 

②階段の勾配を緩和する工事 

③手すりを取り付ける工事 

④段差を解消する工事 

⑤出入り口の戸を改良する工事 

⑥床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 

遮熱・断熱

改修 

①屋根、天井、外壁、開口部、床の遮熱・断熱改修 

②窓の断熱改修 

浄化槽の設

置等 

浄化槽の設置又は入れ替え 

 



別表第２（第７条関係） 

補助対象者の区分 必要な書類 

住宅を改修する者 

⑴ 補助金等交付申請書附票 

⑵ 世帯全員の住民票の写し 

⑶ 出産予定の子がいる場合は、母子健康手帳の写し 

⑷ 世帯全員の市税を滞納していないことが確認できる書類

（完納証明書） 

⑸ 補助対象リフォーム工事費内訳書（第４号様式） 

⑹ 現況写真（補助対象住宅の全景写真等） 

⑺ 図面（改修工事前後の平面図等、改修工事の内容がわか

るもの） 

⑻ 工事見積書 

⑼ 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写し、

固定資産家屋台帳の写し等、補助対象住宅の所有者等が確

認できるもの 

⑽ 売買契約書の写し（取得予定の場合） 

⑾ 事業前アンケート 

⑿ 委任状（代理人が手続きを行う場合に限る。） 

⒀ その他市長が必要と認める書類 

中古住宅を取得す

る者 

⑴ 補助金等交付申請書附票 

⑵ 世帯全員の住民票の写し 

⑶ 出産予定の子がいる場合は、母子健康手帳の写し等 

⑷ 世帯全員の市税を滞納していないことが確認できる書類

（完納証明書） 

⑸ 現況写真（補助対象住宅の全景写真等） 

⑹ 中古住宅の取得に係る経費がわかるもの 

⑺ 建物の登記事項証明書 

⑻ 事業前アンケート 

⑼ 委任状（代理人が手続きを行う場合に限る。） 

⑽ その他市長が必要と認める書類 



別表第３（第１１条関係） 

補助対象者の区分 必要な書類 

住宅を改修した者 ⑴ 世帯全員の住民票の写し 

⑵ 施工中及び完成写真（補助を受ける改修工事の

部分、部位及び設備ごとに撮影したもの） 

⑶ 納品書等（滑りにくい床材、断熱材、断熱窓そ

の他性能が求められるもので市長が必要と認める

もの） 

⑷ 領収書の写し等（支払が確認できるもの） 

⑸ 工事請負契約を締結した場合は、契約書の写し 

⑹ 工事完了証明書 

⑺ 申請時に市外在住の場合、世帯全員の市税を滞

納していないことが確認できる書類（完納証明書） 

⑻ 申請時に登記されていない場合、建物の登記事

項証明書 

⑼ 事業後アンケート 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

中古住宅を取得した者 ⑴ 世帯全員の住民票の写し 

⑵ 領収書の写し等（支払が確認できるもの） 

⑶ 売買契約書の写し 

⑷ 申請時に市外在住の場合、世帯全員の市税を滞

納していないことが確認できる書類（完納証明書） 

⑸ 申請時に登記されていない場合、建物の登記事

項証明書 

⑹ 事業後アンケート 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

事業計画書兼補助金算定書 

 

１ 工事(取得)計画について 

施工業者 

（不動産業者） 

所 在 地 
（〒   －    ） 

 

業 者 名  代表者名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

補助対象工事費 

（改修工事の場合は第４号様式の合計（＝

①＋②＋③＋④＋⑤）） 

円（Ⅰ） 

工事予定期間 年    月    日 ～    年    月    日 

 

現所有者 

（取得前の所有者） 
 住宅取得費用 円（Ⅱ） 

取得予定日     年    月    日 

□ 取得予定の住宅は申請者及びその３親等以内の者の所有ではありません。 

２ 補助額 

（(Ⅰ)＋(Ⅱ)）×1/5 又は上限額のいずれか小さい額 

※千円未満は切り捨て 
円（Ⅲ） 

３ 他の公的補助等の申請（予定）に関する申出 

□ 他の公的補助等の申請はありません。 

□ 他の公的補助等の申請（予定）状況は下記のとおりです。 

補助名称（                             ） 

補助の内容（                             ） 



第２号様式（第７条関係） 

補 助 金 等 交 付 申 請 書 附 票 

１ 申請者の世帯 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏   名 

続柄 
生年月日 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏   名 

続柄 
生年月日 

年齢 年齢 

（      ） 

 

世帯主  

年 月 日 

（      ） 

 

  

年 月 日 歳 歳 

（      ） 

 

  

年 月 日 

（      ） 

 

  

年 月 日 歳 歳 

（      ） 

 

  

年 月 日 

（      ） 

 

  

年 月 日 歳 歳 

現住所（〒   －    ） 

２ 多子世帯・子育て世帯の区分 

□多子世帯：満１８歳未満の子が３人以上（妊娠中を含む。）の世帯  

□子育て世帯：満１８歳未満の子が１人又は２人（妊娠中を含む。）の世帯  

３ 補助対象住宅の概要 ※リフォームする住宅又は取得予定の住宅について記入して下さい。  

所 在 地 長崎市 

種 類 □専用住宅  □併用住宅（用途：         ） □共同住宅等 

建 設 時 期    年   月 

階 数 □平家建て  □２階建て  □３階建て  □（  ）階建て 

 

  



第３号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

委  任  状 

 

長崎市長 様 

 

              （申請者） 

住所 
〒    － 

 

フリガナ  

 

氏名  

電話番号     －    － 

 

私は、 

（代理人の勤務先名）  

（代理人の勤務先住所）  

（代理人の氏名）                  ㊞ 

（代理人の電話番号）  

 

を代理人と定め、下記に関する一切の権限を委任します。 

 

記  

 

委任事項 

長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付申請手続きに関する一切の権限 



第４号様式（第７条関係） 

 

補助対象リフォーム工事費内訳書 

 

補

助

対

象

工

事

費 

補助対象工事費の内訳 

□間取りの変更等 金額 

 

□間取りの変更 □部屋等の増築 □玄関の増設 

□その他

（                     ） 

見積額① 

円 

□設備の改修・増設 金額 

 

□改修（キッチン・浴室・トイレ・洗面所・その他

（    ）） 

□増設（キッチン・浴室・トイレ・洗面所・その他

（    ）） 

見積額② 

円 

□バリアフリーリフォーム 金額 

 

□通路等の拡幅 □階段の勾配緩和 □手すりの設置 

□段差の解消 □出入口の戸の改良 

□滑りにくい床面への取替え 

見積額③ 

円 

□遮熱・断熱改修 金額 

 
□屋根・天井・外壁・床の遮熱・断熱改修 

□窓の断熱改修 

見積額④ 

円 

□浄化槽の設置・入れ替え 金額 

 
□浄化槽の設置（   人槽） 

□浄化槽の入れ替え（   人槽から  人槽） 

見積額⑤ 

円 

補助対象工事費 合計（＝①＋②＋③＋④＋⑤） 円 

補

助

対

象

外

工

事

費 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

見積額⑥ 

円 

総事業費（＝①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 円 



第５号様式（第８条関係） 

補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

第  号 

  年  月  日 

住所  

氏名           様 

                    長崎市長         ㊞ 

 

 

  年 月 日付けで申請のあった長崎市子育て住まいづくり支

援費補助金については、次により不交付と決定したので、通知します。 

交付しないことと 

決 定 し た 理 由 
 

 

  



第６号様式（第９条関係） 

 

補助金内容変更承認及び交付決定変更通知書 

 

第  号 

  年  月  日 

 

住所  

氏名           様 

 

長崎市長           ㊞ 

 

   年 月 日付けで申請のあった内容変更については次のとおり承認及び決定をしたので長

崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱第９条第３項の規定により通知します。  

交付決定年月日    年  月  日 交付決定番号 第    号 

変更前 

申請区分  

補助対象経費  

交付決定額  

変更後 

申請区分  

補助対象経費  

交付決定額  

承認条件  

 



第７号様式（第９条関係） 

 

補助金内容変更不承認及び不交付決定通知書 

 

第  号 

  年  月  日 

 

住所  

氏名           様 

 

長崎市長           ㊞ 

 

   年 月 日付けで申請のあった長崎市子育て住まいづくり支援費補助金の内

容変更については次のとおり不承認及び不交付としたので通知します。 

 

交付決定年月日    年  月  日 交付決定番号 第    号 

変更前 

申請区分 

補助対象経費 

交付決定額 

変更後 

申請区分 

補助対象経費 

交付申請額 

不承認の理由 
 



第８号様式（第１０条関係） 

補助金交付申請取下書 

 

  年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 

 住 所  

   

 氏 名  

 

 

長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、

次のとおり取り下げます。 

なお、提出した書類に関しては返却を求めません。 

交 付 決 定 年 月 日     年  月  日 交付決定番号 第    号 

取下理由  

 



第９号様式（第１１条関係） 

完了実績報告書 

 

                          年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 
住所 

 

   

 氏名 ○印 

 

長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱第１１条第 1 項の規定により関 

係書類を添えて報告します。 

交付決定年月日   年  月  日 交付決定番号  

完了年月日 年  月  日 

添付書類 

 

 

 

 

 

 

振込口座  

金 融 機 関 名 支店（支所）名 

銀   行  

金庫・組合  

 

支店  

預 金 種 別 口 座 番 号 

普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・ その他 

（該当するものを○印で囲んでください） 
       

口座名義人（カタカナで記入してください） 

 

 

 

 



第１０号様式（第１１条関係） 

工 事 完 了 証 明 書 

 

    年  月  日 

 

（あて先）長崎市長 

 

施工業者 所在地 

 
氏名・名称          ㊞ 

連絡先 

  

 

 

下記の工事について、完了したことを証明いたします。 

 

記  
 
 

１ 施 主 氏 名 

 

２ 住宅の所在地 

 

３ 施 工 内 容 

 

 

 

 

 

４ 工事期間   着工日     年  月  日 

           完工日     年  月  日 

 

 



第１１号様式（第１２条関係） 

長崎市子育て住まいづくり支援費補助金不適合通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

長崎市長           ㊞ 

 

次の住宅に関して、長崎市子育て住まいづくり支援費補助金交付要綱の規

定に適合していないため、同要綱第１２条の規定により通知します。 

交付決定年月日    年  月  日 交付決定番号 第  号 

交付決定額 
円 

不適合の内容  



 


